
≪ロゴマーク利用規約≫ 
平成２８年８月１２日 

一般社団法人枚方青年会議所 

【目的】 

第１条 本規約は、「ひらかた ええもん ええとこ くらわんか」ロゴマーク（以下「ロゴマーク」という。）の

使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

【ロゴマーク】 

第２条 ロゴマークは、別紙に掲げるものとする。 

 

【ロゴマークに関する権限】 

第３条 ロゴマークに関する一切の権限は、一般社団法人枚方青年会議所に属する。（以下「枚方青年会議所」

という。） 

 

【使用の基準等】 

第４条 ロゴマークを使用する者は、本規約を遵守しなければならない。 

１ 別紙の使用申込書に必要事項を記載の上、枚方青年会議所に送付し事前許可を得るものとする。 

２ ロゴマークは次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を認めないものとする。 

（１）枚方青年会議所の信用又は品位を害するものと認められる場合 

（２）法令及び公序良俗に反するものと認められる場合 

（３）第三者の利益を害すると認められる場合 

（４）特定の政治活動や宗教活動に関すると認められる場合 

（５）ロゴマーク使用によって誤認または混同を生じさせる恐れがあると認められる場合 

（６）その他、枚方青年会議所が不適当と認めた場合 

 

【使用の停止等】 

第５条 枚方青年会議所は第４条に照らし必要があると認める場合には、ロゴマークを使用している者に対して、

ロゴマークの使用の停止等を指示することができる。 

 

【使用の管理等】 

第６条 枚方青年会議所はロゴマークを使用する者から、使用状況について報告を求め、又はロゴマークを使用

した資料や物品等の提出を求めることができる。 

 

【事故、苦情等の処理】 

第７条 ロゴマークを使用した施策、活動等に関する事故・苦情等が発生した場合は、使用者が自己の責任の下

で必要な措置を講ずるものとし、ロゴマークの使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負わないもの

とする。 

 

【規約の改訂】 

第８条 本規約は事前の通知なく、必要に応じて改訂される場合がある。 

 

附則  本規約は、平成２８年９月８日から施行する。 
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